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法 改 正 情 報 （改正があった労働・社会保険関連法や人事労務管理のポイントです）

※掲載内容についてもっと詳しくお知りになりたい場合などお気軽にご連絡ください。

山口労務経営管理事務所 3月号
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令和8年

● 子ども・子育て支援金の徴収が始まります

国の「こども未来戦略『加速化プラン』」で定められた子育て支援の拡充にかかる費用に充てるため、「子ども・子育

て支援法等の一部を改正する法律」（令和６年法律第47号）により創設されるものです。

高齢者を含むすべての世代の人が、公的医療保険の保険料とあわせて徴収され、会社員は令和８年４月分から徴

収が始まります。

1.活用される支援の種類

2025年４月からの雇用保険の「出生後休業支援給付」「育児時短就業給付」は、子ども・子育て支援金を活用した

子育て支援策として、既に実施されています。また、児童手当の拡充や親の就労の有無にかかわらず保育園に通い

やすくする「こども誰でも通園制度」の給付なども、同様です。

2.被保険者の負担額

子ども家庭庁が12月26日に公表した年収別推計によれば、協会けんぽ・組合健保の被保険者一人当たりの月額

負担は次のように示されています。ただし、社会保障の歳出改革等を行うことで、支援金による負担は相殺されるた

め、支援金導入に伴う実質的な負担は生じない、とされています。

■ 200万円 192円、400万円 384円、600万円 575円、800万円 767円、1,000万円 959円

3.給与計算への影響

上記のとおり、会社員は令和８年５月に納付する令和８年４月分の保険料から徴収が始まりますので、あらかじめ従

業員に周知しておくとよいでしょう。

なお、育児期間中は医療保険料や厚生年金保険料と同様に、支援金も免除されます。

■ 【こども家庭庁「子ども・子育て支援金制度について」】

https://www.cfa.go.jp/policies/kodomokosodateshienkinseido

■ 【厚生労働省「令和６年雇用保険制度の改正内容について（子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律）」】

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40723.html
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10日

○ 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付［郵便局または銀行］

○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出＜前月以降に採用した労働者がいる場合＞［公共職業安定所］

16日

○ 個人の青色申告承認申請書の提出＜新規適用のもの＞［税務署］

○ 個人の道府県民税および市町村民税の申告［市区町村］

○ 個人事業税の申告［税務署］

○ 個人事業所税の申告［都・市］

○ 贈与税の申告期限＜昨年度分＞［税務署］

○ 所得税の確定申告期限［税務署］

○ 確定申告税額の延納の届出書の提出［税務署］

○ 財産債務調書、国外財産調書の提出

○ 総収入金額報告書の提出［税務署］

31日

○ 健保・厚年保険料の納付［郵便局または銀行］

○ 健康保険印紙受払等報告書の提出［年金事務所］

○ 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出［公共職業安定所］

○ 外国人雇用状況の届出（雇用保険の被保険者でない場合）＜雇入れ・離職の翌月末日＞［公共職業安定所］

○ 個人事業者の消費税の確定申告期限［税務署］

※掲載内容についてもっと詳しくお知りになりたい場合などお気軽にご連絡ください。

 3月の税務と労務の手続 （提出先・納付先）

 トピック （最近の記事の中から労務管理上注目すべき情報を抜粋しました）
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● 高市首相 裁量労働制の見直し表明へ（2/18）

17日、高市首相が20日に行う施政方針演説の原案が判明し、経済成長戦略の一環として、裁量労働制の見直しを表明する

方向で調整していることがわかった。一方で、「副業・兼業にあたっての健康確保措置の導入」「テレワークなどの柔軟な働き

方の拡大」なども盛り込まれ、幅広い働き方を促す見通し。


